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住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会 

報告書（平成１７年１０月）等     ～抜粋～ 
 

 

 

○ 住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書（平成１７年１０月

２０日発表 抜粋） 

２ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度の見直し 

(5) 住民票の写しの交付制度等の見直し 

ア 住民票の写しの交付制度については、現在でも請求事由の審査等がかなり

厳格に運用されており、個人情報保護の観点から、更に厳格な運用を確保す

ることにより適切に対応することが可能であると考えられる。 

特に、国や地方公共団体の職員による職務上の請求や弁護士等の職務上の

請求については、その職名又は資格及び職務上の請求である旨等を明らかに

して請求する場合は、請求事由を明らかにしなくてもよいこととされている

中、近年行政書士等による職務上請求用紙の不正使用等の事件が発生してい

ること等も踏まえ、各業士からの職務上の請求に当たっては、詳細な請求事

由まで明らかにさせることは必ずしも必要ないが、住民票の写しの使用目的

（根拠法令等）、依頼者名、提出先については、職務上の請求であることを

明らかにする観点から記載させるなど手続を明確にする必要がある。 

また、請求者に対する身分証明書の提示等本人確認を徹底する必要がある。 

 

イ 戸籍の附票とは、本籍地で作成される戸籍と住所地で作成される住民票と

の間を連絡、媒介して、戸籍と住民票の共通記載事項の内容を一致させると

ともに、住民基本台帳の記録の正確性を確保するための帳票である。戸籍の

附票の写しについては、不動産の登記等、過去の居住関係の公証が必要な場

合に利用されているものであり、アに準じて手続の明確化等を図るべきであ

る。 

 

ウ 戸籍の謄抄本の交付制度の見直しに係る検討とも整合を図るべきである。 
 






